
≡資空二  ≪平成18年6月23日（金）第13回社会保険事業運営評議会≫  

社会保険指導官及び地方社会保険監察官の職務内容・体制について  

社会保険指導官  
（12名）  

社会保険庁サービス推進課  

地方社会保険監  

察官の監査結果  

の確認・指導  

地方社会保険監察官  
（121名）  

監  察  

地方社会保険事務局  

社会保険事業の適正  
かつ円滑な運営を確  
保するため、事業課  
題に対する取組状況  
を重点に監察  

地方社会保険事務局  （47カ所）   

緊急対応プログラム及び業務改革プログラム  
の取組状況について重点的に監察を行う。  
・国民年金の収納率の向上対策・適用の適正化対   
策  

・厚生年金保険・健康保険・船員保険の適用の適正   
化対策・徴収対策  

・医療費の適正化対策（レセプト点検）  
・国民サービスの向上  
・個人情報保護の徹底  
・組織の改革（職員意識の改革一研修の見直し等）  
・業務運営の効率化・事務の合理化の取組状況  
・事故防止に関する取組状況  

地方社会保険監察官執務  
要領に基づき詳細に監察  
を行う。  

地方社会保険事務局の指導  
どおりに事業が行われてい  
るかを監察  

社会保険事務所の業務が適正、円  
滑かつ効率的に進められているか  
について、業務全般の処理状況を  
必要に応じ原議等を確認する方法  
により監察  

全社会保  
険事務所  

社会保険事務所  （312カ所）   

地方社会保険監察官執務要領に基づき詳細に監察 を行う。  
緊急対応プログラム及び業務改革プログラム  

の取組状況について重点的に監察を行う。  
・国民年金の収納率の向上対策・適用の適正化対   

策  
・厚生年金保険・健康保険・船員保険の適用の適正   
化対策・徴収対策  

・医療費の適正化対策（レセプト点検）  
・国民サービスの向上  

・個人情報保護の徹底  
・業務運営の効率化・事務の合理化の取組状況  
・事故防止に関する取組状況  

※上記のほか、特に必要と認められる場合には、特別監察を実施する。  
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監査業務のブロック化の先行実施   

事務局のブロック化については、可能なものは平成18年度から前倒し実施することとされているため、  
監査業務についてのブロック化を先行実施する。  

①121名の地方社会保険監察官を、、平成18年10月から、9ブロックの「ブロック担当事務局」に配置する。   

②各ブロックに、「統括地方社会保険監察官」を置く。  

③出身県の監査は担当しないルールとする。  

＜本庁と地方の監察官の役割分担案＞  

現在  平成18年10月～（前倒し期間）  平成20年10月～  

本庁：  

○本庁に対する監査  

○事務局に対する監査  

本庁：   

○本庁に対する監査   

○監察官配置事務局に対する監査  

（併せて事務所監査も行う）   

○監察官非配置事務局に対する監査  

にも本庁から2名が同行   

○テーマを定めた特別監査   

○年次報告書の作成  

本庁：   

○本庁に対する監査   

○ブロック局に対する監査   

（併せて事務所監査も行う）   

○テーマを定めた特別監査   

○年次報告書の作成  

ブロック担当事務局（9）   

○監察官非配置事務局に対する監査   

○事務所に対する監査  

ブロック局（ブロックの数は、  

20年度組織要求で決定）   

○事務所に対する監査   

事務局（47）  
○事務局に対する監査  

○事務所に対する監査  




